
令和２年３月教育委員会議定例会 議事日程 

 

 

日 時 令和２年３月 27日（金） 

 午前９時 30 分より 

場 所 町民センター２Ａクラブ室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 署名委員の指名 

 

３ 教育長事務報告 

 

４ 付議事項 

（１）議案第 32号 令和２年度二宮町教育委員会基本方針について 

（２）議案第 33号 二宮町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

（３）議案第 34号 二宮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正 

する規則 

（４）議案第 35号 二宮町図書館規則の一部を改正する規則について 

（５）議案第 36号 二宮町青少年指導員設置規則の一部を改正する規則について 

（６）議案第 37号 二宮町地域学校協働活動推進員設置規則の一部を改正する規則に 

ついて 

（７）議案第 38号 二宮町立学校職員服務規程の一部を改正する規程について 

（８）議案第 39号 学校教育法施行細則の一部を改正する細則について 

（９）議案第 40号 学校運営協議会委員の委嘱について 

（10）議案第 41号 二宮町社会教育委員の委嘱について 

（11）議案第 42号 二宮町文化財保護委員の委嘱について 

（12）議案第 43号 二宮町図書館協議会委員の委嘱について 

（13）議案第 44号 二宮町青少年指導員の委嘱について 

（14）議案第 45号 二宮町スポーツ推進委員の委嘱について 

（15）議案第 46号 地域学校協働活動推進員の委嘱について 

（16）議案第 47号 教職員等人事について 

（17）議案第 48号 教育委員会事務局職員等人事について 

 

 

裏面に続きます   



５．報告・協議事項 

（１）教育長職務代理者の指名について 資料 No.１ 

（２）各種委員会委員等の選任について 資料 No.２ 

（３）各種要綱の改正について 資料 No.３ 

（４）新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる対応状況について 資料 No.４ 

（５）二宮町小中一貫教育校設置計画（案）に係る意見交換会の取りまとめについて 

資料 No.５ 

（６）二宮町いじめ防止基本方針の一部改定について 資料 No.６ 

（７）令和２年度教科用図書採択について 資料 No.７ 

（８）教育相談・教育支援室活動の状況について 資料 No.８ 

（９）辞令交付式について 資料 No.９ 

（10）令和２年度教育委員会議日程について 資料 No.10 

（11）その他 

 ＊ 次回教育委員会議予定 

 

６ 閉会宣言 



 



























事業報告 （令和２年２月14日～令和２年３月26日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

2月15日 土 小中一貫教育校設置計画案意見交換会 二宮中学校 12

2月17日 月
児童生徒指導担当者会、教育相談コー
ディネータ担当者会

町民センター 13

2月21日 金
令和２年度小･中学校健康診断等日程
調整会議

役場 24

2月25日 火 情報教育担当者会 教育支援室 6

2月25日 火 小中学校臨時校長会 役場 12

2月28日 金 小中学校臨時校長会 役場 8

2月28日 金 外国語活動・英語担当者会 教育支援室 中止

3月2日 月 教職員授業力向上研究担当者会 二宮中学校 中止

3月3日 火 小中学校校長会 役場 11

3月4日 水 小中学校臨時校長会 役場 8

3月4日 水 小・中学校教頭会、事務担当者会 町民センター 16

3月5日 木 教務担当者会 教育支援室 6

3月6日 金 食育担当者会 給食センター 7

3月11日 水 中学校卒業式 各中学校 －

3月19日 木 小学校卒業式 各小学校 －

3月25日 水 修了式 各小・中学校 中止

教育総務課事業報告



事業予定 （令和２年３月27日～令和２年４月16日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

3月31日 火 教職員等転退職者辞令交付式 役場 －

4月1日 水 教職員等辞令交付式 役場 －

4月2日 木 小中学校校長会 町民センター 11

4月2日 木 支援教育補助員研修会 町民センター 24

4月6日 月 小中学校入学式 各小中学校
小 196
中 208

4月7日 火 小中学校教頭会、事務職員会議 町民センター 18

4月8日 水
児童生徒指導担当者会、教育相談コー
ディネータ担当者会

町民センター 16

4月9日 木 外国語活動・英語教育担当者会 教育研究所 7

4月13日 月 教職員授業力向上研究担当者会 教育研究所 6

4月13日 月
ことばの教室「そにっく」担当者会・
学校訪問

一色小・山西小 －

4月15日 水
ことばの教室「そにっく」担当者会・
学校訪問

二宮中 －

4月16日 木 学校事務連携会議 各小・中学校 8



事業報告 （令和２年２月14日～令和２年３月26日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

2月26日 水 納入業務監査 給食センター 6

2月28日 金 ３学期給食終了 －

3月4日 水 献立会議(PTA) 給食センター 中止

3月6日 金 献立会議(給食担当者) 給食センター 6

3月25日 水 給食調理用物資納入業者説明会 町民センター 中止

事業予定 （令和２年３月27日～令和２年４月16日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

4月8日 水 １学期給食開始 －

4月14日 火 献立会議(給食担当者) 給食センター 6

学校給食センター



生涯学習・スポーツ班

月／日 曜日 会 議 ・ 行 事 等 開 催 場 所 定員 参加人数

2/18 火
にのみや町民大学
「初心者の楽しい陶芸体験教室」④

ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ２

15人 10人

2/21 金 環境浄化パトロール⑦ 町内 10人 8人

2/22 日
町民大学講座
『寺院めぐり鑑賞講座（鎌倉編）』

町内 15人 11人

2/27
3/12

木
にのみや町民大学講座「楽しい暮らしの書道教室」③④
（全4回）

ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ２

16人 中止

3/1 日 第16回ラディアン・ピアノマラソンコンサート
ラディアン
ホール

－ 中止

3/8 日
二宮町ユニカール大会
（スポーツ推進委員連絡協議会主催）

体育館 － 中止

3/18 水 社会教育委員会議⑥
ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ1

8人 8人

3/18 水
町民大学講座
『郷土を知ろう！第３回町内史跡巡り～元町・下町・中町
周辺』

町内 20人 中止

3/21 土
Ｖamos Live 2020 in 二宮
（青少年指導員連絡協議会主催）

町民センター
ホール

－ 中止

3/26 木
神奈川大学包括協定事業
『神奈川大学でSociety5.0を考えてみよう！』

神奈川大学湘南
ひらつかキャンパス 20人 中止

生涯学習・スポーツ班

月/日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 開始時間

4/9 木
スポーツ推進委員委嘱式
二宮町スポーツ推進委員連絡協議会①

ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ１

19:15

4/10 金
青少年指導員委嘱式
青少年指導員連絡協議会①

ラディアン
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ１

19:30

生涯学習課事業予定（令和2年3月27日～令和2年4月16日）

生涯学習課事業報告（令和2年2月14日～令和2年3月26日）



月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所等 参加者数等

2/15 土 おはなし会とおりがみあそび 図書館おはなしのへや
子ども17名
大人8名

2/19 水
子育て支援講座
わらべうたであそぼう！＜乳児向け＞⑤

ラディアン和室
子ども8名
大人9名

2/19 水 修理ボランティア ボランティアルーム 4人33冊

2/20 木 修理ボランティア ボランティアルーム 1人10冊

2/20 木 託児サービス ラディアン保育室 3名

2/21 金 わらべうたであそぼう（未就園児とその親） ラディアン和室
子ども19名
大人17名

2/22 土
子育て支援講座
わらべうたであそぼう！＜乳児向け＞⑥

ラディアン和室
子ども10名
大人10名

3/4 水 修理ボランティア ボランティアルーム 1人　15冊

3/8 日 図書リサイクルコーナー 図書館 中止

3/11 水 ちいちゃいおはなし会 図書館おはなしのへや 中止

3/13 金 わらべうたであそぼう（未就園児とその親） ラディアン和室 中止

3/18 水 修理ボランティア ボランティアルーム 1人　14冊

3/19 木 修理ボランティア ボランティアルーム 1人　9冊

3/19 木 託児サービス ラディアン保育室 中止

3/22 日 雑誌リサイクルコーナー 図書館 中止

3/22 日 にんぎょうげき大会 ミーティングルーム2 中止

図書館
 のべ  11人
のべ
13 時間15分

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所等 開始時間

3/28 土 スペシャルおはなし会（中止） ラディアン展示ギャラリー １０：３０～

4/1 水 修理ボランティア ボランティアルーム １０：００～

4/15 水 修理ボランティア ボランティアルーム １０：００～

4/16 木 修理ボランティア ボランティアルーム １０：００～

※書架整理ボランティアの活動日：原則　毎週火曜日・土曜日　　９：３０～１７：００

生涯学習課事業報告（令和２年２月１４日～令和２年３月２６日）

図書館班

書架整理ボランティア
（2／14　～3／22 活動日数8日）

生涯学習課事業予定（令和２年３月２７日～令和２年４月１６日）
図書館班



議案第 号 

 

令和 年度二宮町教育委員会基本方針 案 について 

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

令和 年度の二宮町における学校教育 社会教育の教育基本方針を定め 二宮町

の教育の一層の充実を図るため提案する  
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和 年度 宮 教育委員会基本方針(案) 

 

 

 教育 人格 形成 個性 尊 自立 人間 育 幸福 生涯 実

現 上 不可 情報化 バ 化 社会 急激 変化 中 将来

担う子 予測困難 変化 前向 主体的 向 合い 上

他 協調 自 考え 生涯 拓い いく生 力 求 い  

 成 27 10 策定 成 30 改定 宮 教育大綱 い 本

理念 掲 い 民一人 く 力 地域 力 活 共

学 共 育 教育 推進 児童生 生 力 育

そ 取 巻く教育環境 整備 生涯 わ 学習 支援 取 組 充実 せ

 

 学校教育 い 新 い学習指 要領 和 2 学校 和 3 中学校

完全実施 学習指 要領 実施 踏 え 子 様々 社会的変化

乗 越え 豊 人生 拓 持 可能 社会 創 手 う

整備 学習環境 活用 教育 取 組  

生涯 わ 学習 環境 整備 学習機会 提供 民一人

主人公 生涯学習社会 実現 向 生涯学習 推進 取 組  

 施策 推進 あ 宮 総合戦略及 第 宮 総合計 後期 本計

連携 取 組  
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今年度の重点施策 

教育総務課  

 児童生徒の 生 力 の育成  

自 学ぶ力を養うた の教育の推進 

言語活動の充実を基盤 た学 合いの 進 

英語教育の充実 

ＩＣＴ環境を活用 た授業の充実 

 

 の児童生徒 安心 学 教育環境の整備 

支援 必要 児童生徒 の 応の充実 

い 、不 校、 こ 等 体制の強化 

ンク ブ教育 支援教育の充実 

教職員の働 方改革の推進 

統合型校務支援 の活用 

部活動 ド ン 基 く部活動の充実 

教職員の指 力の向上 

教職員授業力向上研究 業 の推進 

教育研究所 おけ 研修の充実 

児童生徒の学習環境の整備 

   学校施設等現況調査の実施 

 

 将来 向けた特色あ 学校 く のた の検討 

宮 中一貫教育校設置計 の推進 

中一貫教育 ュ 研究の推進 

コ ュニ ク 運営の 進 

地域 おけ 児童生徒の活動の 進 
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生涯学習課  

 地域文化の向上 

宮の自然 歴史 文化 触 機会の提供 

文化芸術の振興 支援 

多世 集い、学習 交流 点 場 の生涯学習センタ ン

及 図書館のあ 方の検討 

宮 生涯学習センタ ン 施設 20 周年記念 業の推進 

 図書館 業の推進 

子育 支援の推進 

図書館資料の充実 

図書館サ ビ の充実 

宮 新図書館開館 20 周年記念 業の推進 

社会教育 業の推進 

コ ュニ ク 連携 た放課後子 教室の推進 

   

 社会教育施設の適切 運営 

生涯学習センタ ン の適切 運営 

  生涯学習センタ ン 長 命化計 の策定 

 

(教育部共通) 

 地域 向けた情報 信の強化 

宮 や広報紙の積極的 活用 
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 学校教育 

教育活動 通 児童生 人権尊 意識 高 自 大

他 人 大 う 心 楽 く学 学校

く 進  

う 人権教育 推進 盤 教育環境 充実 生 力 育成

本 各学校 子 育 力 家庭 学校 地域 育 力 行 支え

力 あわせ 自 学 自己実現 児童生 育成  

 

 児童生徒の 生 力 の育成  

自 学ぶ力を養うた の教育の推進 

 言語活動の充実を基盤 た学 合いの 進 

自 学 確 学力 身 う 各教科

言語活動 工夫 柱 言語能力 確実 育成 図 学 合

い 視 授業 改善  

点施策 1-(1)-  

 英語教育の充実 

学校 中学校英語科免許 持 教員 配置 授業 研修会等

通 学校教員 英語指 力 向上 図  

中学校 英語教育 い ALT(外国語指 講師) 活用等 通 異文

化理解 コ ュ ョン能力 育成 授業 く  

点施策 1-(1)-  

 ＩＣＴ環境を活用 た授業の充実 

  整備 実物投影機 ＩＣ 機器 活

用 進 情報技術 関 理解 推進 効果的 授業 実施 向

研修 引 行い  

点施策 1-(1)-  

 道徳教育 特別活動の充実 

特 教科 あ 徳 教科化 趣 則 学校 教育活動全体 通 他

者 く生 盤 徳性 養う う

徳的 心情 断力 実践意欲 態 等 育 特 活動 連

携 自主的 実践的 力 育成  

 学校体育の充実 

生涯 わ 運動 親 資質 能力 育 健康 保持増進 体力 向上

図  
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 の児童生徒 安心 学 教育環境の整備  

支援 必要 児童生徒 の 応の充実 

い 、不 校、 こ 等 体制の強化 

問題行動 未然防 期 見 期 応 向 各校 児童生 指 体制

見直 児童生 理解 着実 進 児童生 指 担当 教育相

談コ ン 心理教育相談員 ソ

ワ 等 相談支援体制 充実 図  

教育研究所 教育支援室 い 不 校児童生 学習支

援 生活支援 一層進  

宮 い 防 本方針 宮 い 防 策 総

合的 効果的 推進 図                            

各校 い 防 本方針 い 時見直 図 適 活用

い 防 関 児童生 積極的 関わ 取 組 進  

点施策 2-(1)-  

 ンク ブ教育 支援教育の充実  

学校 家庭 関 機関等 連携 支援体制 整え 個々 教育的

的確 把握 そ 持 能力 個性 伸 教育 進  

中学校 支援教育補 員 配置 学習上 学校生活上 困難 応 支

援 ン 教育 充実 取 組 外国籍等児童生

日本語指 教室(そ く) 運営等 細 指 進

 

   点施策 2-(1)-  

     

 

教職員の働 方改革の推進  

 統合型校務支援 の効果的 活用 

各校 い 統合型校務支援 活用 校務

確性 確保 効率化 図  

点施策 2-(2)-  

 部活動 ド ン 基 く部活動の充実 

       和元 策定 宮 立学校 部活動 方針 中学校

部活動 い 引 適 充実 取 組 う推進

 

点施策 2-(2)-  

 働く場 の環境整備 

学校間 ワ ＩＣ 機器等 活用 校務 教材研究等
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集中 時間 児童生 向 合う時間 確保 向 取 組 推進

 

 

 外部人材 外部情報の効果的 活用 

学習協力者 体育 文化活動指 員 専門的 知識 技能 持 外部人材

外部情報 活用 一層進 い  

 

教職員の指 力の向上 

 教職員授業力向上研究 業 の推進 

学習 盤 礎的 本的 知識 技能 確実 習得 中学

校間 連携 図 現 的 諸課題 応 求 資質 能力 育 授

業 く  

児童生 学力向上 目指 校 研究 充実 図 授業改善

 

点施策 2-(3)-  

 教育研究所 おけ 研修の充実 

学校教育 関 調査研究 各種教職員研修 教育指 員 訪問指 等

実施 教職員 資質及 指 力 向上 図  

教職員 保護者 地域住民 参加 研修 通 宮 教育

い 共通理解 深  

点施策 2-(3)-  

児童生徒の学習環境の整備 

   学校施設等現況調査の実施 

   現況 調査 躯体 健全 等 調査 実施 うえ評価 行い 学校施設及

学校給食 ン 個 施設管理計 改修箇所 順位化 時期 計 等

策定 進  

点施策 2-(4)-  

 

  将来 向けた特色あ 学校 く の推進 

宮 中一貫教育校設置計 の推進 

     宮 中一貫教育校設置計 案 い 和元 実施 意

見交換会 寄せ 意見等 踏 え 調査研究 進 計 案

見直 行い 策定 向 取 組 進  

点施策 3-(1)  

 

中一貫教育 ュ 研究の推進 
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研究成果 い 中学校教員 ワ ン 通 9 間 見

通 授業 く 目指  

点施策 3-(2)  

コ ュ ク 運営の 進 

 地域 おけ 児童生徒の活動の 進 

学習協力者 体育 文化活動指 員等 地域教育力 支援 推進  

総合的 学習 時間 ン 活動 職場体験 地域 学 教育 推

進  

点施策 3-(3)-  

 郷土愛の育成 

地域 行 積極的 参加 地域交流 通 郷土 愛 気持

育  

学習活動 地域教材 活用 地域 い 学 教育 進  

 

 ャ 教育の推進 

児童生 一人 社会的 職業的自立 向 自己 将来 生 方 進路

主体的 選択 能力 意識 育成 児童生 段

応 勤労観 職業観 身 付 社会 献 力 育  

児童生 学校 学 社会 意識 う 自然 中

宿泊体験活動 総合的 学習 時間 ン 活動 職場体験 体

験学習 生 学校 教育活動全体 通 効果的 教育

進  

 

  その他、学校教育 おけ 取 組み  

学校 おけ 安全 策、安全教育 

宮 教育委員会学校防災方針 見直 行う 各学校 い

防災 ュ 適 運用 児童生 全確保  

宮 児童生 全 策協議会 等 通 地域 関 機関 連携

全体制 構築 推進  

宮 通学路交通 全 関 機関 連携 児童

生 全 通学 う 通学路 全確保 図  

 

 

 情報教育 

高 情報化社会 生 児童生 情報活用能力 情報社会 参 態

育成  
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ソ ワ ン サ 依

存 情報化社会 進展 伴う課題 応 携帯電話 ン

関 全 心教室 開催 家庭 啓 活動 進等 情報

教育 充実  

 

 読書指  

朝読書 読 聞 せ 時間 教育活動 中 読書 時間 取 入

読書習慣 形成 取 組  

学校図書館指 員 配置 利用頻 高 う 環境整備 進  

  学校図書館 図書館 利用 進 読書 通 考え 力 感 力

想像 力 身 機会 確保 児童生 主体的 学

繋  

 

幼 保 中 の連続性を大切 た指  

幼 保 交流会 等 充実 図 学 育 連 性 大

幼児教育 学校教育 滑 接 図  

 

 学校給食センタ おけ 取 組み 

調理及 配送 配膳業務 委 民間業者 連携 全 い い給食

定的 提供 栄養バ ン 心 手

作 給食 通 児童生 食 大 学 食育 充実 図  

子 地域 産業 農産物 身近 感 興味 関心 高 う

地産地消 推進  

 

 地域 向けた情報 信の強化 

宮 や広報紙の積極的 活用 

  地域 あ 開 学校 く 推進 広

報紙 学校 等 来 手法 加え 学校独自 立 上 進

 

点施策 7-   
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 社会教育 

民一人 生涯い 自由 学習 そ 成果 適

評価 う 生涯学習社会 実現 目指 多様 学習機会 提供 文化活動

推進 学習環境 整備  

文化交流拠点 生涯学習 ン ン 及 図書館 開館 20

迎え 後 向 あ 方 検討 行い  

将来 宮 担う子 健全育成 コ ュ 連携

地域全体 子 学 成長 支え 地域学校協働活動 推進 図  

体育施設 維持管理 各種大会 団体等 支援 通 地域 仲間 連帯

感 醸成 生涯 普及 図  

 

 地域文化の向上  

宮の自然 歴史 文化 触 機会の提供 

文化芸術の振興 支援 

神奈川県西部地域 ュ 連絡会 参加 広域連携 文化活

動 推進 ン ン 業 各種団体 連携

文化 芸術活動 支援 い  

民 日頃 文化活動 成果 表 場 提供 伝統芸能 保存及 郷土愛 醸

成 目的 文化祭 ソンコンサ 民俗芸能 い

実施  

念館 出身 家 見利節 絵 い 保存 展示

展示 貸 出 行う 施設 効活用 地域

根 美術館 目指  

 ( 点施策 4-(1)- ) 

指定文化 貴 資料 保存 整理 展示等公開

湘南 宮バ 郷土館 民大学講 等 通 宮 自

然 歴史 触 機会 提供 宮 魅力 信 行い  

 

多世 集い、学習 交流 点 場 の生涯学習センタ ン

及 図書館のあ 方の検討 

民 交流拠点 ン及 図書館 活用方法 あ 方 他 例

参考 検討 行い  

点施策 4-(1)-  
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宮 生涯学習センタ ン 施設 20 周年記念 業の推進 

ン開館 20周 念 団体 実施 ン 活用

文化 業 支援 行う 宮 文化 向上及 普及 図 民

多様 文化 触 機会 提供  

点施策 4-(1)-  

 

学習機会の整備 

生涯学習情報 身近 余暇 情報収集 更新 行い 学習相談 応

え 民大学サ 制 周知 活用 図  

生涯学習 ン 企 運営 民大学講 実施

民 主体 学習機会 提供  

民大学講 終了後 学習者 学習 う サ

化 向 支援 行い  

神奈川大学 包括協定 業 一環 大学 資源 活用 業 実施

 

 

 

 図書館 業の推進 

 子育 支援の推進 

業 子育 健康課共催 実施 あ

あう絵本 配布 図書館利用 進 図 子育

関 図書 集 子育 関連図書コ 子育 情報 集積

子育 情報コ 充実 図  

子 齢 合わせ 行 子育 支援関連 業 開催  

 

 図書館資料の充実 

新刊書 利用者 本等 新規 購入 蔵書 更新 図

図書館 金 活用 児童 ン 向 健康 療関連本等 図書資

料 充実 図  

 

 図書館サ ビ の充実 

文化 情報 信拠点 広報 活用

図書館 行 活用

図書館活動 利用 進 図  

立 中学校 連携 読書 推進 いく 学校図書館担当者

会議等 学校 図書館 情報交換 積極的 行い 児童生 図書

館利用 進 中学校 資料活用 見学 実施  
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夏休 前 中学生 い本 作成 配布  

ン コ 充実 図 中高生 居場所 コ く

 

学校 夏季休暇期間 調 学習 利用 多く 時期 ほ

コ 図書 相談員 配置 児童生 調 学習 支援 読書相談 行

い 夏季 外 相談員 配置日 設 間 通 児童 親子

本 相談 応  

ン 蔵書検索 県 図書館 相互貸借 活

用 予約 等資料 迅 提供  

所蔵資料 活用 う 書庫 本 紹 時 沿 展示コ

積極的 資料 紹 行い 蔵書管理 徹底 図  

民 ン 参加 図書館運営及 サ 向上 目指

時 図書館運営 理解 深 い 録音図書 ン 修理

ン 書架整理 ン  

宮 関 資料 行 資料 収集 保存 関 情報 民 い

閲覧 う 整備 宮ゆ 人物 増補改訂

版 活用 展示 力 入 宮 歴史 触 機会 提供  

図書館 利用 い方 利用 進 目指  

 

   ➃ 宮 新図書館開館 20 周年記念 業の推進 

    新図書館開館 20周 念 業 協力団体 共催講 文学講  

開催  

点施策 4-(2)-  

 

 社会教育 業の推進 

コ ュニ ク 連携 た放課後子 教室の 充 

課後 全 心 居場所作 子 豊 人間性 育 地域

学校協働活動推進員 連携 地域 ン 方々 協力 課後

子 教室 実施  

見 学習支援 課後 居場所 く 地域学校協働活動 推進  

点施策 4-(3)-  

人権教育の推進 

様々 人権問題 人権意識 育 人権教育研修会等 開催 啓

行い  

 

 青少年の健全育成 

青少 指 員連絡協議会 推進委員 Ａ連絡協議会 子 会育
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成会連絡協議会 協力 連携 児童 生 地域活動 進  

子 豊 人間性 社会性 育 ョン

体験活動 中学生 主体 企 運営 業等 実施

引 子 養成  

中学生交流洋上体験研修 青少 交流 ン 実施 子 外

研修 業 等 子 会 業 支援 広い視 持 青少 育成

 

青少 環境浄化推進員 連携 青少 健全育成 ン ン

害図書 陳列 調査 及 Ａ連絡協議会 行う 子 いえ

支援 実施 青少 社会環境浄化及 全 心 確保  

く 科学実験等 体験活動 場 子 ン 教室 実

施  

 

 

 社会教育関 団体 の連携 

各社会教育関 団体 連携 密 共催 業 実施 研修会 開催

活動 支援 行い  

 

 民参加 大会の実施 

地 団体等 参加 一周 走大会 実施 地域住民 青少

交流親睦 図  

推進委員連絡協議会主催 バ ン 大会 民 主体

業 支援 行い  

多く 民 参加 宮 体育祭 開催 民

ョン 普及 図 共 地域 人 通 あい

地域住民 士 連帯感 醸成  

 

 社会教育施設の適切 運営  

 生涯学習センタ ン の適切 運営 

  生涯学習センタ ン 長 命化計 の策定 

  ン開館 20 迎え 現況調査 施設 長 化計 策 

定 一部 修繕設計 実施 施設 維持管理 図  

民 学習 文化活動 拠点 ン 適 施設運営 行い

公共施設予約 施設利用者 利便性 向上 施設運営

効率化 図  

点施策 56-(1)-  
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 体育施設の適切 運営 

体育施設 効率的 運営 整備 行い 民 主体的 活動 場 提

供 行い 生涯学習 ン ン 様 公共施設予約

活用 施設利用者 利便性 向上 施設運営 効率化 図  

 

 地域 向けた情報 信の強化  

宮 や広報紙の積極的 活用 

民 等 く生涯学習 機会 得 う 宮 広報紙等

通 社会教育関 団体 社会教育施設利用者等 人 人

ワ 通 学習 文化 等 情報 積極的 信 い

 

 点施策 6-(1)  
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点施策 関連 主 予算 業 

点施策 関連 主 予算 業  

 児童生 生 力 育成    

自 学 力 養う 教育 推進 英語教育推進 業 

教育用コン ュ 借上 業 

 児童生 心 学 教育環境 整備   

支援 必要 児童生 応 充実 教育相談 教育支援室 業 

支援教育推進 業 

教職員 働 方改革 推進 学校間 ワ 推進 業 

教職員 指 力 向上 教育研究所経費 

児童生 学習環境 整備 一般経費 学校施設等現況調査委 料  

 将来 向 特色あ 学校 く 検討   

宮 中一貫教育校設置計 推進 

コ ュ 運営 進 業 中一貫教育 ュ 研究 推進 

コ ュ 運営 進 

 地域文化 向上   

宮 自然 歴史 文化 触 機会 提供 文化 保護普及啓 業 

伝統芸能保存 業 

文化振興 業 

念館管理運営 業 

図書館 業 推進 図書館資料整備 業 

図書館運営 業 

社会教育 業 推進 地域学校協働活動推進 業 

 社会教育施設 適 運営  

生涯学習 ン ン 適 運営 生涯学習 ン 管理運営 業 

コ 施設管理運営 業 

武 館施設管理運営 業 

立体育施設管理運営 業 

民運動場施設管理運営 業 

山西 施設管理運営 業 

民温水 施設管理運営 業 

 地域 向 情報 信 強化   

宮 広報紙 積極的 活用   

 



議案第 号 
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宮町教育委員会 
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うため提案する  
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宮 教育委員会 務局組織規則 一部を改 す 規則 

 

宮 教育委員会 務局組織規則 昭和49年 宮 教育委員会規則第 号 一部を次

う 改 す  

別表教育総務課 項を次 う 改め  

別表 第 条関係  

教育総務課 

 教育総務班 

 教育委員会 会議 関す こ  

 大綱 策定 関す こ  

 総合教育会議 関す こ  

 学校そ 他教育機関 設置及び廃 関す こ  

 教育 産 関す こ  

 教育 産 係 寄付 産 け入 関す こ  

 教育委員会 規則及び規程 制定 改廃及び公 関す こ  

 公印 管理 関す こ  

 教育功労者等 褒賞及び表彰 関す こ  

10 教育委員会所掌 調査及び統計 関す こ  

11 務局 け 文書 収 発送及び保存並び 学校 け 文書 逓送 関 

す こ  

12 教育委員会 予算 関す こ  

13 教育行政 広報及び調査意見 聴 関す こ  

14 県 教育委員会 長部局 そ 他行政機関 連絡調整 関す こ  

15 務局職員及び県費 担教職員 外 学校職員 配置 任免 服務 研修そ 他 

 人 関す こ  

16 学級編制 関す こ  

17 県費 担教職員 内申 分限 懲戒及び人 関す こ  

18 県費 担教職員 災害補償 服務 福利厚生及びそ 他 務 関す こ  

19 児童 生徒及び教職員 健 診断 関す こ  

20 学校 学校歯科 及び学校薬剤師 関す こ  

21 学校環境衛生 関す こ  

22 日本スポーツ振興センター 関す こ  
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23 児童及び生徒 就学援助 関す こ  

24 通学路 関す こ  

25 公立学校施設整備費国庫 担金 係 務 関す こ  

26 教具そ 他設備整備 関す こ  

27 教科用図書 無償給与 関す こ  

28 学齢簿 作成及び保管 関す こ  

29 児童及び生徒 就学 務 関す こ  

30 そ 他学 関す こ  

31 奨学生 関す こ  

32 公立学校共済組合 関す こ  

33 学校給食及び学校給食共同調理場 関す こ  

34 教育委員会内 連絡調整 関す こ  

35 課内 務 関す こ  

 指 班 

   教科用図書 採択 関す こ  

   教 扱い 関す こ  

   中一貫教育 関す こ  

   通学 域 設定及び変更 関す こ  

   学校教育 振興 関す 調査 企 及び立案 関す こ  

   学校運営協議会 関す こ  

  教職員研究奨励 関す こ  

  児童及び生徒 保健安全指 関す こ  

  学校教育指 関係資料 編集及び刊行 関す こ  

  10 障害 あ 児童生徒 就学指 及び支援 関す こ  

  11 県費 担教職員 研修 関す こ  

  12 そ 他学校教育 指 関す こ  

 

附 則 

こ 規則 和 年 月 日 施行す  



1 

 宮 教育委員会 務局組織規則の一部を改 す 規則の新旧対照表

改 後 改 前 

教育総務課 教育総務課 

 教育総務班 

 教育委員会の会議 関す こ  

 大綱の策定 関す こ  

 総合教育会議 関す こ  

 学校その他教育機関の設置及び廃 関す こ  

 教育 産 関す こ  

 教育 産 係 寄付 産の け入 関す こ  

 教育委員会の規則及び規程の制定 改廃及び公 関す こ  

 公印の管理 関す こ  

 教育功労者等の褒賞及び表彰 関す こ  

10 教育委員会所掌の調査及び統計 関す こ  

11 務局 おけ 文書の収 発送及び保存並び 学校 おけ  

文書の逓送 関す こ  

12 教育委員会の予算 関す こ  

13 教育行政の広報及び調査意見の聴 関す こ  

14 県 教育委員会 長部局 その他行政機関 の連絡調 

整 関す こ  

15 務局職員及び県費 担教職員以外の学校職員の配置 任免 服務 研修その他 

 人 関す こ  

16 学級編制 関す こ  

17 県費 担教職員の内申 分限 懲戒及び人 関す こ  

18 県費 担教職員の災害補償 服務 福利厚生及びその他の 務 関す こ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育総務班 

 教育委員会の会議 関す こ  

 大綱の策定 関す こ  

 総合教育会議 関す こ  

 学校その他教育機関の設置及び廃 関す こ  

 教育 産 関す こ  

 教育 産 係 寄付 産の け入 関す こ  

 教育委員会の規則及び規程の制定 改廃及び公 関す こ  

 公印の管理 関す こ  

 教育功労者等の褒賞及び表彰 関す こ  

10 教育委員会所掌の調査及び統計 関す こ  

11 務局 おけ 文書の収 発送及び保存並び 学校 おけ  

文書の逓送 関す こ  

12 教育委員会の予算 関す こ  

13 教育行政の広報及び調査意見の聴 関す こ  

14 県 教育委員会 長部局 その他行政機関 の連絡調 

整 関す こ  

15 務局職員及び県費 担教職員以外の学校職員の配置 任免 服務 研修その他 

 人 関す こ  
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改 後 改 前 

19 児童 生徒及び教職員の健 診断 関す こ  

  20 学校 学校歯科 及び学校薬剤師 関す こ  

  21 学校環境衛生 関す こ  

  22 日本スポーツ振興センター 関す こ  

  23 児童及び生徒の就学援助 関す こ  

  24 通学路 関す こ  

  25 公立学校施設整備費国庫 担金 係 務 関す こ  

  26 教具その他設備整備 関す こ  

  27 教科用図書の無償給与 関す こ  

  28 学齢簿の作成及び保管 関す こ  

  29 児童及び生徒の就学 務 関す こ  

  30 その他学 関す こ  

  31 奨学生 関す こ  

  32 公立学校共済組合 関す こ  

  33 学校給食及び学校給食共同調理場 関す こ  

34 教育委員会内の連絡調整 関す こ  

35 課内の 務 関す こ  

 

16 児童 生徒及び教職員の健 診断 関す こ  

  17 学校 学校歯科 及び学校薬剤師 関す こ  

  18 学校環境衛生 関す こ  

  19 日本スポーツ振興センター 関す こ  

  20 児童及び生徒の就学援助 関す こ  

  21 通学路 関す こ  

  22 公立学校施設整備費国庫 担金 係 務 関す こ  

  23 教具その他設備整備 関す こ  

  24 教科用図書の無償給与 関す こ  

  25 学齢簿の作成及び保管 関す こ  

  26 児童及び生徒の就学 務 関す こ  

  27 その他学 関す こ  

  28 奨学生 関す こ  

  29 公立学校共済組合 関す こ  

  30 学校給食及び学校給食共同調理場 関す こ  

31 教育委員会内の連絡調整 関す こ  

32 課内の 務 関す こ  
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改 後 改 前 

指 班 

 

   教科用図書の採択 関す こ  

   教 の 扱い 関す こ  

   中一貫教育 関す こ  

   通学 域の設定及び変更 関す こ  

   学校教育の振興 関す 調査 企 及び立案 関す こ  

   学校運営協議会 関す こ  

 教職員研究奨励 関す こ  

   児童及び生徒の保健安全指 関す こ  

   学校教育指 関係資料の編集及び刊行 関す こ  

  10 障害のあ 児童生徒の就学指 及び支援 関す こ  

  11 県費 担教職員の研修 関す こ  

  12 その他学校教育の指 関す こ  

  

 

指 班 

   学級編制 関す こ  

   教科用図書の採択 関す こ  

   教 の 扱い 関す こ  

   中一貫教育 関す こ  

   通学 域の設定及び変更 関す こ  

   学校教育の振興 関す 調査 企 及び立案 関す こ  

   学校運営協議会 関す こ  

 教職員研究奨励 関す こ  

   児童及び生徒の保健安全指 関す こ  

  10 学校教育指 関係資料の編集及び刊行 関す こ  

  11 障害のあ 児童生徒の就学指 及び支援 関す こ  

   

  12 その他学校教育の指 関す こ  

  13 県費 担教職員の内申 分限 懲戒 人 及び研修 関す こ  

  14 県費 担教職員の災害補償 服務 福利厚生及びその他の 務 関す こ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 号 

 

二宮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について

所定の改正を行うため提案する  

 

 

 

 

 

 

. 





1 

 

 

 

 

二宮町立小学校及び中学校 管理運営に関する規則 一部を改正する規則 

 

二宮町立小学校及び中学校 管理運営に関する規則 昭和35年二宮町教育委員会規則第

14号 一部を次 うに改正する  

第６条第 項第 号中 特別 教科道徳並びに道徳 外国語活動 及び を 特別 教

科である道徳 外国語活動及び に改める  

第13条 を削る  

第20条中 又 養護教諭 を 養護教諭 に改める  

 

附 則 

こ 規則 令和 年 月 日か 施行する  





1 

  宮町立小学校及び中学校 管理運営 関 規則 一部を改正 規則 新旧対照表  

改正後 改正前 

教育課程 編成  教育課程 編成  

第 条 略  第 条 略  

 校長 前項 教育課程を編成 た 学 開始後 や 次 項を教育

長 報告  

 校長 前項 教育課程を編成 た 学 開始後 や 次 項を教育

長 報告  

( ) 各教科 特別 教科 あ 道徳 外国語活動及び総合的 学習 時間 学 別

授業時数 

( ) 各教科 特別 教科道徳並び 道徳 外国語活動 及び総合的 学習 時間

学 別授業時数 

( )・( ) 略  

 

( )・( ) 略  

 

＿＿＿＿＿＿＿ 学校評議員  

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第13条  学校 学校評議員を置くこ  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  学校評議員 校長 求 応 学校運営 関 意見を述べ こ  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 学校評議員 教育 関 理解及び識見を有 うち 校長 推薦

教育委員会 委嘱  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 前項 規定 わ 宮町学校運営協議会規則 成30 宮町教育委員会

規則第 号 第 条 規定 学校運営協議会を設置 学校 い 学校評

議員を置 いこ  

 

職 発令  職 発令  

第20条 第13条 規定 設け た職 教諭 養護教諭又 栄養教諭 うち

第14条 前条ま 規定 設け た職 学校栄養職員又 務職員

うち 神奈川県教育委員会 任命  

 

第20条 第13条 規定 設け た職 教諭又 養護教諭又 栄養教諭 う

ち 第14条 前条ま 規定 設け た職 学校栄養職員又 務職

員 うち 神奈川県教育委員会 任命  

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ５号 

 

二宮町図書館規則の一部を改正する規則について 

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町図書館規則の一部を改正する規則について 所定の改正を行うため提案する  

 

 

 

 

 

 

. 





1 

 

 

 

 

二宮町図書館規則 一部を改正する規則 

 

二宮町図書館規則 昭和50年二宮町教育委員会規則第 号 一部を次 うに改正す

る  

第 条第 項中 午後７時 を 午後 時 に改め 同項 し書中 土曜日 日曜日

及び祝日 を 祝日を除く水曜日及び金曜日 に 午後 時 を 午後７時 に改める  

 

附 則 

こ 規則 令和 年 月 日か 施行する  





1 

二宮町図書館規則 一部を改正する規則 新旧対照表  

改正後 改正前 

利用時間  利用時間  

第５条 図書館 利用時間 午前９時30分から午後５時ま する し 祝日を

除く水曜日及び金曜日にあっ 午後７時ま する  

第５条 図書館 利用時間 午前９時30分から午後７時ま する し 土曜

日 日曜日及び祝日にあっ 午後５時ま する  

２ 略  

 

２ 略  

 

 



議案第 号 

 

二宮町青少年指導員設置規則の一部を改正する規則について 

 

令和 年 月 日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町青少年指導員設置規則の一部を改正する規則について 所定の改正を行うた

め提案する  

 

 

 

 

 

 

. 





1 

 

 

 

 

二宮町青少年指導員設置規則 一部を改正す 規則 

 

二宮町青少年指導員設置規則 昭和49年二宮町教育委員会規則第 号 一部を次

う 改正す  

第 条 見出し中 職務 次 等 を加え  

第 条を削  

第 条第 項中 免職 を 解嘱 改め 同条を第 条とし 第 条を第 条とし

第 条を第 条とし 第 条 次 次 条を加え  

第 条 青少年指導員 相互 密接 連絡し 協力し け い  

第 条を第10条とし 第 条 次 次 条を加え  

謝礼等  

第 条 青少年指導員 謝礼 年額 ， 円とす そ 他必要 経費 別 定

め  

 

附 則 

こ 規則 令和 年 月 日か 施行す  





1 

宮町青少年指導員設置規則 一部を改正 規則 新旧対照表  

改正後 改正前 

職務等  職務  

第 条 略  

 

第 条 略  

 

第 条 青少年指導員 相互 密接 連絡し 協力し け ら い  

 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

委嘱  委嘱  

第 条 略  

 

第 条 略  

 

定数  定数  

第 条 略  

 

第 条 略  

 

任期  任期  

第 条 略  第 条 略  

 教育委員会 前項 規定 わら 特別 由 あ 前項 期間中

い 解嘱 こ  

 

 教育委員会 前項 規定 わら 特別 由 あ 前項 期間中

い 免職 こ  

 

＿＿＿＿ 服務  

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第 条 青少年指導員 相互 密接 連絡し 協力し け ら い  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 青少年指導員 そ 職務を遂行 当っ 法令条例並び 教育委員会 定

規則及び規程 従わ け ら い  

 

謝礼等  ＿＿＿＿＿ 

第 条 青少年指導員 謝礼 年額 ， ００円 そ 他必要 経費 別

定  

 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

委任  委任  

第10条 略  

 

第 条 略  

 

 



議案第 ７号 

 

二宮町地域学校協働活動推進員設置規則の一部を改正する規則について 

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町地域学校協働活動推進員設置規則の一部を改正する規則について 所定の改

正を行うため提案する  

 

 

 

 

 

 

. 





1 

 

 

 

 

二宮 地域学校協働活動推進員設置規則 一部を改正する規則 

 

二宮 地域学校協働活動推進員設置規則 成31 二宮 教育委員会規則第 号 一

部を次 う 改正する  

第 条第 項を削る  

第 条中第 号を第 号とし 第 号を第 号とし 第 号 次 次 号を加える  

( ) 地域 教育課題解決 必要 総合的 連絡調整 関する活動 

( ) 地域・学校 教育活動へ 支援や企 参加促進 関する活動 

第12条を次 う 改める  

 経費 支出  

第12条 推進員 活動 要する経費 又 そ 他必要 経費 別 定める  

 

附 則 

こ 規則 令和 月 日 施行する  





1 

二宮 地域学校協働活動推進員設置規則 一部を改正す 規則 新旧対照表  

改正  改正前 

設置  設置  

第 条 略  第 条 略  

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

 推進員 地方公務員法 昭和25年法 第261号 第 条第 項第 号 規定す

非常勤 特別職 職員とす  

 

職務  職務  

第 条 推進員 職務 次 各号 とお とす  第 条 推進員 職務 次 各号 とお とす  

( ) 略  ( ) 略  

( ) 地域 教育課 解決 必要 総合的 連絡調整 関す 活動 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 地域・学校 教育活動へ 支援や企 参加促進 関す 活動 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

( ) 略  ( ) 略  

( ) 略  

 

( ) 略  

 

経費 支出  報酬及び費用弁償  

第12条 推進員が活動 要す 経費 又 そ 他必要 経費 別 定め  

 

第12条 推進員 報酬及び費用弁償 二宮 特別職員報酬費用弁償 並び 支給方

法条例 昭和31年二宮 条例第60号 定め ところ よ  
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議案第 号 

 

二宮町立学校職員服務規程の一部を改正する規程について 

 

令和 年 月 日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町立学校職員服務規程の一部を改正する規程について 所定の改正を行うた

め提案する  

 

 

 

 

 

 

. 





1 

 

 

 

 

宮町立学校職員服 規程 一部を改正 規程 

 

宮町立学校職員服 規程 成19 宮町教育委員会規程第 号 一部を次 う

改正  

第11条第 項中 同項 を 前項 前項 を 同項 改 同条 次 項を

加え  

 第 項 規定 わ 所属長 育児又 介護を行う職員 他特別 情

あ 職員 勤 時間 割振 つい 公 運営 支障 あ 場合を除 当該職員

勤 開始時刻及び終了時刻を 30分繰 又 繰  

 第 項 規定 わ 所属長 所属 他 職員 均衡を 案し

職員 勤 時間 割振 つい 公 運営 支障 あ 場合を除 当該職員

勤 開始時刻及び終了時刻を 時間30分 内 範囲内 30分を単位 し 繰

又 繰  

第15条 次 次 条を加え  

介護時間 承認等  

第15条  職員 介護時間を受 う 介護時間簿 第17号様式

原則 し 当該休暇 承認を受 う 期間 始ま 日 前日 起算し

週間前 日ま 所属長 願い出 承認を受 い  

 所属長 前項 介護時間 承認 願い出 つい 由を確認 必要 あ

認 当該願い出をし 職員 対し 証明書類 提出を求  

 所属長 公 運営 支障 あ 日又 時間を除 第 項 願い出 係 承認を

行う  

 第 号様式 第13号様式中 成 を削  

 第14号様式を次 う 改  
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 第20号様式 第23号様式及び第24号様式中 成 を削  

 

附 則 

規程 和 月 日 施行  





1 

宮町立学校職員服 規程 一部を改正 規程 新旧対照表  

改正後 改正前 

勤 時間 割振  勤 時間 割振  

第11条 略  第11条 略  

 前項 規定 勤 時間 割振 学校 滑 運営を期

い 認 同項 規定 わ 所属長 勤 開始時刻

終了時刻ま 通算時間を 時間30分 し 間 い 時間45分を割振

 

 同項 規定 勤 時間 割振 学校 滑 運営を期

い 認 前項 規定 わ 所属長 勤 開始時刻

終了時刻ま 通算時間を 時間30分 し 間 い 時間45分を割振

 

 第 項 規定 わ 所属長 育児又 介護を行う職員 他特別 情

あ 職員 勤 時間 割振 い 公 運営 支障 あ 場合を除 当該

職員 勤 開始時刻及び終了時刻を 30分繰 又 繰

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

 第 項 規定 わ 所属長 所属 他 職員 均衡を 案し

職員 勤 時間 割振 い 公 運営 支障 あ 場合を除 当該

職員 勤 開始時刻及び終了時刻を 時間30分以 範囲 30分を単位

し 繰 又 繰  

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 介護時間 承認等  

第15条  職員 介護時間を受 う 介護時間簿 第17号様式

原則 し 当該休暇 承認を受 う 期間 始ま 日 前日

起算し 週間前 日ま 所属長 願い出 承認を受 い  

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 所属長 前項 介護時間 承認 願い出 い 由を確認 必要 あ

認 当該願い出をし 職員 対し 証明書類 提出を求

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

 所属長 公 運営 支障 あ 日又 時間を除 第 項 願い出 係 承認

を行う  

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

 

 

 



2 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  

  



3 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  

  



4 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  

  



5 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  

  



6 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  

  



7 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  
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改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  

  



9 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条関係  第 号様式 第 条関係  

  



10 

改正後 改正前 

第 号様式 第 条・第 条関係  第 号様式 第 条・第 条関係  

  



11 

改正後 改正前 
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改正後 改正前 

第10号様式 第 条関係  第10号様式 第 条関係  

  



13 

改正後 改正前 
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改正後 改正前 

第11号様式 第10条関係  第11号様式 第10条関係  

  



15 

改正後 改正前 

第12号様式 第10条関係  第12号様式 第10条関係  

  



16 

改正後 改正前 

第13号様式 第12条関係  第13号様式 第12条関係  

  



17 

改正後 改正前 

第14号様式 第13条関係  第14号様式 第13条関係  

 

 

 

 



18 

改正後 改正前 

第15号様式 第14条関係  第15号様式 第14条関係  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

改正後 改正前 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

改正後 改正前 

第17号様式 第15条関係  第17号様式 第15条関係  

 

 

 

 

 

 



21 

改正後 改正前 

第17号様式 第15条 関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

改正後 改正前 

第20号様式 第22条関係  第20号様式 第22条関係  

  

 

 



24 

改正後 改正前 

第23号様式 第26条関係  第23号様式 第26条関係  

  

 



25 

改正後 改正前 

第24号様式 第28条関係  第24号様式 第28条関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 ９号 

 

学校教育法施行細則の一部を改正する細則について 

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

学校教育法施行細則の一部を改正する細則について 所定の改正を行うため提案

する  

 

 

 

 

 

 

. 





1 

 

 

 

 

学校教育法施行細則 一部を改正す 細則 

 

学校教育法施行細則 昭和60年二宮町教育委員会細則第 号 一部を次 うに改正

す  

第20条中 第18号様式とす を 教育長 定め に改め  

第21条中 第19号様式 を 第18号様式 に改め  

第22条中 町立 を 町立 に改め  

第24条中 第20号様式とす を 教育長 定め に改め  

第25条中 第21号様式 を 第19号様式 に改め  

第18号様式を削 第19号様式を第18号様式とす  

第20号様式を削 第21号様式を第19号様式とす  

 

附 則 

こ 細則 令和 年４月 日 施行す  





1 

 学校教育法施行細則 一部を改正する細則 新旧対照表  

改正後 改正前 

学校指 要録等 様式  学校指 要録等 様式  

第20条 町立 学校 指 要録及び抄本 様式 教育長が定める  

 

第20条 町立 学校 指 要録及び抄本 様式 第18号様式とする  

 

学校卒業証書 様式  学校卒業証書 様式  

第21条 町立 学校 卒業証書 様式 第18号様式とする  

 

第21条 町立 学校 卒業証書 様式 第19号様式とする  

 

中学校に対する 学校 規定 準用  中学校に対する 学校 規定 準用  

第22条 第18条 規定 町立中学校について準用する  

 

第22条 第18条 規定 町立中学校について準用する  

 

中学校指 要録等 様式  中学校指 要録等 様式  

第24条 町立中学校 指 要録及び抄本 様式 教育長が定める  

 

第24条 町立中学校 指 要録及び抄本 様式 第20号様式とする  

 

中学校卒業証書 様式  中学校卒業証書 様式  

第25条 町立中学校 卒業証書 様式 第19号様式とする  

 

第25条 町立中学校 卒業証書 様式 第21号様式とする  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

改正後 改正前 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第18号様式 第20条関係  

 

 



3 

改正後 改正前 

 

 

 

 



4 

改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

改正後 改正前 

第18号様式 第21条関係  第19号様式 第21条関係  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

改正後 改正前 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第20号様式 第24条関係  

 

 

 

 

 



7 

改正後 改正前 

 



8 

改正後 改正前 

 



9 

改正後 改正前 

第19号様式 第25条関係  第21号様式 第25条関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 号 

 

学校運営協議会委員の委嘱につい  

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

学校運営協議会委員につい 令和 年 月 日ま の委嘱を提案する   

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 



担当課名 教育総務課

各種委員名 学校運営協議会委員 二宮小学校

氏     名 発令年月日 任期
備考

新任の場 記載

1 飯塚　富美

2 大矢　孝

3 掬川　せつ子

4 齋藤　成司

5 　章弘

6 片岡　 一郎

7 伊 　良雄

8 成岡　政男 新任

9 木川　和雄 新任

10 竹内　伸介 新任

令和2年4月1日 令和3年3月31日





担当課名 教育総務課

各種委員名 学校運営協議会委員 一色小学校

氏     名 発令年月日 任期
備考

新任の場 記載

1 小口　愛子

2 山本　正博

3 足立　眞理子

4 渡邊　恒文

5 橋本　 恵

6 廣 　正市

7 屋　保子

8 関口　正美 新任

9 小野寺　裕美 新任

令和2年4月1日 令和3年3月31日





担当課名 教育総務課

各種委員名 学校運営協議会委員 山西小学校

氏     名 発令年月日 任期
備考

新任の場 記載

1 蓮實　茂夫

2 阿部　正昭

3 山中　美 紀

4 小林　貴利

5 柴 　カヨ

6 宅　栄子

7 山 　浩之

8 水島　寿徳 新任

9 宮戸　健 新任

令和2年4月1日 令和3年3月31日





担当課名 教育総務課

各種委員名 学校運営協議会委員 二宮中学校

氏     名 発令年月日 任期
備考

新任の場 記載

1 藤原　直彦

2 美濃島　規子

3 川 　敏久

4 堀尾　美幸

5 関口　金 紀

6 　昭紀

7 澤　和男 新任

8 小宮　昇 新任

令和2年4月1日 令和3年3月31日





担当課名 教育総務課

各種委員名 学校運営協議会委員 二宮西中学校

氏     名 発令年月日 任期
備考

新任の場 記載

1 秋山　俊洋

2 釼持　実枝子

3 　哲也

4 松本　良克

5 山﨑　俊裕

6 脇　一男

7 一色　 利子

8 泉　直英 新任

9 遠藤　和美 新任

令和2年4月1日 令和3年3月31日



議案第 号 

 

二宮町社会教育委員の委嘱につい  

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町社会教育委員につい 令和 年 月 日ま の委嘱を提案する   

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 



担当課名 生涯学習課

各種委員名 社会教育委員

氏     名 発令年月日 任期
備考

（新任の場合記載）

1 一色　由利子

2 久保田　秀実 新任

3 関口　金由紀

4 伊達　良雄

5 橋本　由恵 新任

6 蓮實　茂夫

7 三宅　栄子

8 小中学校長

令和2年4月1日 令和4年3月31日



議案第 号 

 

二宮町文化財保護委員の委嘱につい  

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町文化財保護委員につい 令和 年 月 日ま の委嘱を提案する   

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 



担当課名 生涯学習課

各種委員名 文化財保護委員

氏     名 発令年月日 任期
備考

（新任の場合記載）

1 橘川　卓司

2 古宮　雅明 新任

3 島﨑　直人

4 杉山　幾一

5 鈴木　一男

令和2年4月1日 令和4年3月31日



議案第 号 

 

二宮町図書館協議会委員の委嘱につい  

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町図書館協議会委員につい 令和 年 月 日ま の委嘱を提案する   

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 



担当課名 生涯学習課

各種委員名 二宮町図書館協議会

氏     名 発令年月日 任期
備考

（新任の場合記載）

1 相澤 るつ子

2 石井　敬士

3 内山　留美

4 桐岡 眞澄

5 三宅　栄子

6 二宮高等学校長

7 小学校長 新任

8 中学校長 新任

令和2年4月1日 令和4年3月31日



議案第 号 

 

二宮町青少年指導員の委嘱につい  

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町青少年指導員につい 令和 年 月 日ま の委嘱を提案する   

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 



担当課名 生涯学習課

各種委員名 青少年指導員

氏     名 発令年月日 任期
備考

（新任の場合記載）

1 岡田　幸次郎

2 栁川　恒之

3 三重野　智也

4 越地　貞裕

5 浦中　勝己

6 川堺　昌彦

7 水島　洋子

8 土井　日輝

9 佐藤　大輔 新任

10 関野　茂司 新任

11 桑原　千夜子 新任

12 今井　高一郎 新任

13 小暮　勲 新任

14 金子　敦彦

15 稲葉　通隆 新任

16 泉　直英

17 小林　祐司 新任

令和2年4月1日 令和4年3月31日



議案第 号 

 

二宮町スポーツ推進委員の委嘱につい  

 

令和 年 月 ７日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町スポーツ推進委員につい 令和 年 月 日ま の委嘱を提案する   

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 



担当課名 生涯学習課

各種委員名

氏     名 発令年月日 任期
備考

（新任の場合記載）

1 八木　和広 新任

2 宮腰　武志 

3 目黒　美砂緒

4 梁井　浩

5 原　敏幸

6 西山　浩二

7 水島　義勝

8 小山　一夫

9 熊澤　みさき

10 　作田　雅弘

11 大和　馨 新任

12 福田　基弘 新任

13 堀尾　哲也

14 工藤　昭英

15 佐藤　日出子 新任

16 松本　憲二

17 吉田　幹弥

18 杉山　順也

19 曽我　祐一 新任

スポーツ推進委員

令和2年4月1日 令和4年3月31日



議案第 号 

 

地域学校協働活動推進員の委嘱につい  

 

令和 年 月 日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地域学校協働活動推進員につい 令和 年 月 日ま の委嘱を提案する   

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 



担当課名 生涯学習課

各種委員名 地域学校協働活動推進員

氏     名 発令年月日 任期
備考

（新任の場合記載）

1 伊達　良雄 二宮小学校

2 橋本　由恵 新任・一色小学校

3 三宅　栄子 山西小学校

令和3年3月31日令和2年4月1日



 

 

令和２年度教育長職務代理者の指名について 

 

 

山内 みどり 委員を指名する。 

 

    任期：令和 2 年 4 月１日から令和 3 年 3 月 31 日 

 

 

資料 No.１ 



 

 

 

各種委員会委員について（案） 

 

 

（令和２年３月 27日教育委員会議資料） 

（敬称略） 

委員会の名称 委員名 

都市計画審議会（令和４年１月 31日まで） 

（令和２年1月教育委員会議定例会で確認） 
野谷 悦 

学校給食センター運営委員会  渡辺 優子 

二宮育英会 理事 

（二宮育英会規約により教育長職務代理あて職） 
山内 みどり 

二宮町総合計画審議会（令和２年 7月 25日まで） 山内 みどり 

 

 

資料 No.2 



1 

 

 

 

 

宮町コミュニテ スク ル運営促進 業補助金交付要綱 一部を改正 要綱 

 

宮町コミュニテ スク ル運営促進 業補助金交付要綱 一部を次 うに改正  

第 条第 号を次 うに改め  

  コミュニテ スク ル運営 業経費 

第 条中第 号及び第 号を削 第 号を第 号 第 号を第 号 第 号を

第 号 第 号を削  

別表を次 うに改め  

別表 

    

   附 則 

 こ 要綱 令和 年 月 日か 施行  

補助対象 補助金額 備考 

 コミュニテ スク ル

運営 業経費 

校あた 120,000円に児童

生徒数に応 た額を加えた額 

月 日時点 児

童 生徒数×50円 

 学習協力者講師に対

謝礼 

単位時間あた 1,000円 校あた 60 時間ま

 

 体育 文化活動指 員に

対 謝礼 

学校  名あた 30,000円 

中学校  名あた 50,000円 

学校 名ま  

中学校 名ま  

 学校図書館ボランテ

謝礼 

校あた 16,000円  

資料No.３ 
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二宮町児童生徒安全対策協議会設置要綱 一部を改正する要綱 

 

二宮町児童生徒安全対策協議会設置要綱 一部を次 うに改正する  

第 条第 項第 号中 二宮町政策総務部長 を 二宮町政策総務部防災安全課長

に改め 同項第 号を第 号とし 同項第 号 次に次 号を加える  

 二宮町都市部都市整備課長 

 

   附 則 

 こ 要綱 令和 年 月 日か 施行する  
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和 年 月 日 

 

 

保護者 皆様 

 

二宮町教育委員会 

 

臨時休業後 春休 過 方 和 年度新学期 い 知  

 

保護者 皆様 和 年 月 日 日 中学校一斉臨時休業

い 各家庭 配慮 心 感謝申 上  

新学期 学校再開 い 和 年 月 日付 神奈川県教育委員会 通

文部科学省 通知 あ 二宮町教育委員会 校長会 協議

行い 学校 ば 教室 そ く 含 和 年 月 日 月 再開 い

 

再開 向 各 家庭 引 続 感染症拡大防止 組 い

う 願いい  

〇咳エチケットや手洗いう い 指 い 子様 健康観察 願いい  

〇風邪症状 あ 場合 外出 控え や 得 外出 場合 ク 着

用 く い  

〇集団感染 共通点 特 換気 悪く 人 密 集 過 う 空間 不特

定多数 人 接触 そ 高い場所 あ う 空間や場所 避 う

く い  

〇 和 年 月 日 月 降 い  

各家庭 毎日 健康観察 検温 行う 子様 エチケット ク

やハンカチ等 持 う く い  

 発熱等 風邪 症状 見 場合 自宅 休養 く い 症状 く

感染 そ あ 判断 場合 自宅 待機 く い そ 場合 学校

長 判断 席扱い  

 

 他 春休 過 方や新学期 日程等 い 各学校 知 覧く

い  

 今後 感染症 動向 変更 生 場合 町 ー ー や チコ ール 知

い  

 

二宮町教育委員会 教育部教育総務課 

電話( 表)：0463-71-3311  

※ 月 日 電話 直通 :0463-75-9261 

資料 No.４ 

 





和 2年 3月 19日 

 

新中学校 年生保護者 様 

 

二宮町教育委員会 

 

 

和 年度入学式 い 知 せ 

 

日頃 保護者 皆様 二宮町 学校教育 い 理解 協力 い 心

礼申し上 す  

新型コロナウイル 感染拡大防止 月 日 月 入学式 次 う 行い

す 日時 変更 あ せ 理解 協力 く う 願いい し す  

 

 会場内 人 人 接触 避 参加者 し 新入生 保護者( 名

び教職員 し す  

新入生 保護者 方 入学式 参加す 際 マ ク 着用 願いし す  

受付 体温 伺い す 当日 体温 計測し 越しく い 体温

℃ 上 あ 方や体調 優 い方 出席 控え い く う 願いし

す  

換気 体育館 窓等 開 す 防寒 留意く い  

 

 ※今後 状況 変更す あ す 承知 く い 今後 変

更 あ 場合 町 ム 知 せい し す  

 

 

問い合わせ  

二宮町教育委員会 教育総務課 

電話 0463-71-3311 内線 319 

4/1 降 0463-75-9261 直通  

二 宮 中 学 校：0463 71 0269 

二宮西小学校：0463 71 3116 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休  

施設名 備 考 問い合わせ 

生涯学習センタ ラ ン 
 

休  
ラ ン ☎72-6911 

生涯学習課 ☎72-6912 

二宮 図書  休  図書  ☎72-6913 

民センタ  休  財務課 ☎71-3311㈹ 

しび ョップ  休業 社会福祉協議会 ☎73-0294 

民活動 ポ センタ  休 (※印刷機 使用可) 
地域政策課 ☎71-3311㈹ 

古民家ふ さ 家 休  

栄通 子育 ロン 休 (※一時預 実施) 
子育 ･健康課 ☎71-3311㈹ 

中里子育 ロン 休 (※一時預 実施) 

防災コ ュ センタ (全 ) 

原則休  

(自治会 内会等 や を得 い利

用等を除く) 

財務課 ☎71-3311㈹ 
児童 (全 ) 

老人憩 家(全 ) 

公会堂(全 ) 

ふた 記念  休  

生涯学習課 ☎72-6912 

※健康 く 水中運動教室 

☞保健センタ  ☎71-7100 

立体育  休  

民温水プ ル 

休  

※健康 く 水中運動教室 第１期

(4-6月) 中止し す  

武道  休  

 

営業 一部を除 営業 ※水色 網掛け 4/1 通常 す  

施設名 備 考 問い合わせ 

東大果樹園跡地 通常 ※4/1  企 政策課 ☎71-3311㈹ 

民運動場 通常 ※4/1  
生涯学習課 ☎72-6912 

スコ (緑 丘･ラ ン) 通常 ※4/1  

ラ ン ビスコ  通常  戸籍税務課 ☎71-3311㈹ 

ラ ン花 丘公園 開園(ふわふわ 使用中止) 都市整備課 ☎71-3311㈹ 

百合 丘 民 ビスプラ  通常  戸籍税務課 ☎71-3311㈹ 

立百合 丘保育園 通常 (一時預 含 ) 

子育 ･健康課 ☎71-3311㈹ 旧小児病院跡地 こ 広場 通常 ※4/1  

学童保育 開所 

※1 3/26 現在 情報 す 状況 変更す 場合 あ す  

※2 4/28 以降 対応 い 後日 知 せいたし す  

※3 業務及び会議等 職員及び関係者 各施設 出入 す こ あ す  

 新型コロ ウ ルス感染拡大防止 た 3/2 4/27 期間

施設 運営を下表 し す  

屋外施設⇒通常 屋内施設⇒期間再延長 

施設 休 等 知 せ 



第２回小中一貫教育校設置計画（案）に係る意見交換会 結果概要（速報版） 

 

１ 時 期  令和２年２月１日～２月 15 日 

２ 場 所  町内小中学校、ラディアン、町立体育館 

３ 参加者  合計 103名（山西小学校 13 名、町立体育館 10名、二宮小学校 12名、

ラディアン 13 名、一色小学校 17 名、二宮西中学校 17 名、ラディ

アン未就学保護者対象 11 名、二宮中学校 10名） 

４ アンケート 合計 79名回答 

年代：30～40歳代 33 50 歳代以上 46 

子 ：中学生 6 小学生 24 未就学 26 無 37 ※重複あり 

        地域：二小学区 24 山小学区 34 一色小学区 19 その他＝2 

５ 意 見  主な意見 

       ①学校配置について 

        ・現在の小学校区域に学校が残るＦ案が良い。 

        ・小学校は３校のままで、中学校は統合し集団を確保してほしい。 

        ・学校統合とともに、スクールバスによる対応を考えてほしい。 

       ②小中一貫教育について 

        ・小中一貫教育を今すぐに行う必要性が感じられない。 

・もっと具体的なメリットを示してほしい。 

        ・中学生の受験に弊害がないか心配。 

        ・小中一貫よりも、町費により今できることをしてほしい。 

        ・現場の先生方の意見をもっと知りたい。 

        ・校庭や校舎利用上の安全対策を示してほしい。 

６ 課 題   ・先進事例の視察を含む小中一貫教育に向けた具体的な取り組みの

研究。 

・小中一貫教育の有用性とデメリットへの対策の具体的な明示。 

        ・施設の健全度調査。 

７ 今後の予定 

令和２年    小中一貫教育      施 設 

４～６月    研究・視察       健全度調査 

 ７～９月      〃          〃 

 10～12月    研究とりまとめ    調査結果とりまとめ 

         計画案修正      長寿命化計画策定       

 

 １～３月       小中一貫教育校設置計画策定 

住民との 

意見交換 

資料 No.５ 

 



 

 

二宮町いじめ防止基本方針 案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二   宮   町 

二宮町教育委員会 

成 28 ３月 

             成 30 3 月改定  

         令和 2 3 月改定  

資料 No.６ 
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 め  

宮 い 絶 目指 い 未然防 期発見 解

決 向 学校 家庭 地域 関 機関等 協力 組  

今日 著 い社会状況 変化 中 い 問題 複雑化 多様化

顕在化 い ンタ い 等新 課

題 生 そう 中 い 絶対 許 い いう視

施策 推進 学校 家庭 地域 協働 必要 い  

う 社会情勢 踏 え 成 25 ９ い 防 対策推進法 成

25 法 第 71 号 以 法 いう 施行 国 学校 対 い 防

基本方針 策定 義 付 法第 12 条 地方公共団体 対

地域 実情 応 い 防 基本方針 策定 規定

神奈川県 神奈川県い 防 基本方針 以 県 基本方針

いう 策定  

今般 法 施行 4 経過 国 い 防 等 基本的 方針

以 国 基本方針 いう 改定 そ 容 映

県 基本方針 改定  

宮 宮 子 様々 状況 踏 え 宮

い 対策 総合的 効果的 推進 宮 い

防 基本方針 以 基本方針 いう 改定  

 

各学校 児童 生 本人 い 感 い あ 捉え

い 絶対 許 い いう認識 日頃 全教職員 い

態様や特質 い 校 研修や職員会議等 共通理解 い 実態把握 未

然防 い 各学校 教育活動 い 命 大

豊 心 育 心 通い合うコ ュニケ ョン 力 養う実践 積

重 い  

 

宮 い 防 基本方針 改定 機 あ 学校 家庭 地域

日頃 温 い思い 児童 生 接 行動 対 細心 注意 払い 児童

生 立場 立 そ 声 耳 傾 う 心掛 そ い 子

学校 起 う 肝 銘 い 宮 全体 徹底 絶

い 決意 い 思い  
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 基本的 考え方 

 い め 定義 ～ い め防止対策推進法 準拠         

い 法第 条 定 い 児童 生 対 当 児童 生

在籍 学校 在籍 い 等当 児童 生 定 人的関 あ 児童

生 行う心理的又 物理的 影響 与え 行 ンタ 通 行わ

含 あ 当 行 対象 児童 生 心身 苦痛 感

い いい  

   個々 行 い 当 否 断 表面的 形式的

い 児童 生 立場 立 必要 い 多様

態様 あ 法 対象 い 当 否 断 当

心身 苦痛 感 い 要件 限定 解釈 い う

必要  

 

 い め 対 る基本認識                     

い 単 子 問題 ワ ン やセク ュ

ン 人 弱 笑い 異質 者 差 い

大人 振 舞い 映 社会問題 あ いう指摘 あ  

近 い 来 比 特 陰湿 い 方 半

多 見 指摘 問題 顕在化 そ 態

深刻化 や い 言わ い そ 背景 子 同士 複雑 人間関

や心 問題 存在 以 視 持 問題 向 合う 必要

 

 

○い い 児童 生 人権 著 侵害 尊厳 損 う 絶

対 許 い行  

○い 学校や家庭 地域 生活環境や対人関 等 様々 背景  

様々 場面 起 得  

○い 学校 子 起 得 わ 嫌

やい わ 等 暴力 伴わ いい 多 子 入 替わ

被害 加害 経験  

○い 被害者 や 加害者 観衆 や 傍観者 いわ

周 子 含 所属集団 構造 問題 あ  

○い 大人 気付 い 行わ 多 発見 い

あ いう認識 必要  

○い そ 行 や態様 犯罪行 扱わ あ

忘  
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 い め対策 基本理念                      

い 問題 対応 学校 最重要課題 学校 問題

社会全体 組 大人 全員 課題 あ いう認識 必要

そ い 防 基本理念 ５ 掲  

 

○ い い 子 心身 深刻 影響 及ぼ 許 い行

あ いう認識 宮 全体 共 そ 子

い 行わ 子 大人 い 置 い う 組

 

○学校 外 問わ 様々 場所 場面 い 起 う 地域全

体 子 見 そ 学校 家庭や地域住民 関

機関 団体 県 国 連携 組  

○学校 児童 生 心 学習 そ 活動 組

う 教育活動全般 通 い 防 組  

○大人 あ ゆ 機会 通 子 対 い え い

大 あ 教え 学校 子 対 自

人 い 大 決 い 行わ い心 育 教育活

動 実 組  

○い い 者 い 者 いう個人 問題 そ

傍観 者 関わ いう 集団 問題 あ いう認識 持 子

主体的 い 許 い 良い集団作 う指 支援

 

 

 い め防止等 関 る対策 基本的 考え方            

い 問題 組 あ い 問題 う 特 あ

十 認識 日々 未然防 期発見 い 認

知 場合 期対応 適 組 必要  

い 問題 学校や家庭 問題 全 大人

問題 組 常 地域や家庭 関 機関 丸

相互 協力 関 進 大  

 

(1)い め 未然防止 

○い 未然防 向 家庭や学校 い 人権 尊重 子  

発 段階 応 心や規範意識 高 指 通 い 大

や 者 尊重 多様性 認 合い思いや 力 育

重要  

○子 人 好 い人間関 築 う コ ュニケ

ョン能力等 育成 子 情報環境 急激 変化

中 情報社会 員 自覚 適 行動 態度 身

付 う 情報 教育 層 実 組 必要 あ
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○子 い 自 所属 集団 問題 あ いう認識 持

主体的 良い集団 向 う う指 支援 重要  

○い 背景 あ 子 抱え い 学校生活や家庭環境 人間関  

等 わ 等 要因 着目 そ 改善

適 対処 力 様々 場面 育 観 必要  

○子 自 存在 認 大 い 意識 う

大人 家庭や地域 い 子 成長 関心 持 家族や大人

あう機会 実 大  

 

(2)い め 早期発見 

○い 期発見 向 学校 教職員 日頃 子 表情や態度

わ 変化 見逃 適 対応 う 教職員 資質や能力

向 重要  

○学校 例え や 合い あ 見え い 被害 発生  

い 想定 背景 あ 情 調査 行い 子 感 被害性

着目 い 当 否 断 必要  

○学校 定期的 行う ンケ 調査や個人面談等 常 子

状況 把握 子 困 時 相談 や い 組 や環

境 雰 気 子 相談 真摯 対応 大  

○い 学校 限 様々 場所 場面 起 踏 え 地域 家庭

民全体 対 い 関 啓発 行い 大人 全員 子

見 育 意識 持 う 働  

 

(3)い め 早期対応 

○い チ 組織的 対応 基本 学校 い

校長 教頭 総括教諭 学級担任 児童 生 指 担当教員 養護教諭や教

育相談コ タ 等 教職員 連携 特定 教員 孤立 情

報 抱え込 等 状況 起 い う 組織 細 対応

い 重要  

○い 確認 あ い い 疑い あ 場合 い 児

童 生 最 通 いう認識 い 児童

生 やい 知 児童･生 全 や 確保 い

児童 生 や周 児童 生 対 情 確認 うえ 適 指

必要  

○特 暴力 伴うい い い い 児童 生 心身及

産等 被害 避 ンタ 通 行わ い

い い 関 情報 短期間 拡散 特性 あ 迅

対応 求  
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(4)い め 解消    

  ○い 行 子 対 い 決 許 い行 あ

適 毅然 態度 適 指 い 子

立場 立 い あ 断 場合 い いう言葉

使わ 指 あ い 行 至 背景 把握

そ 子 保護者 対 い 繰 返 良い学校生活 営

う 言や支援 行い  

    ○学校 い 子 やい 行 子 児

童 生 対 い 誰 知 勇気 持 方 い

い う 指  

    ○学級担任や委員会活動 部活動 担当教員等 学級や委員会 部活動等 中

い 許容 い雰 気 形成 う指  

    ○い 単 謝罪 易 解消 い 状態 断

学校 い 解消 い 状態 断 場合 い 子

及 い 行 子 状況 日常的 関わ 中 細 把握

児童 生 対 深 通 い 再発

防  

 

(5)家庭と 連携 

○子 人 発 段階 応 心や規範意識 身 付

い 尊 や 者 思いや 気持 育

組 学校 教育活動 家庭 連携 大  

○い 案 対応 あ い 児童 生 い 行

児童 生 方 保護者 支援 家庭 連携 問題 解

決  

○い 行 児童 生 対 家庭 連携 人 抱え

要因や背景 的確 把握 適 言や支援 行う 必要  

 

(6)地域と 連携 

○い 学校 人間関 塾や ク ンタ

等 通 学校 外部 広 見 学校単独 対応 難

いケ 少 あ  

○い 未然 防 い 日頃 子 様々 機会 通

多様 価値観 持 地域 大人 接 中 学校以外 人間関

形成 大人 地域 い 存在 認 重要  

○地域社会全体 子 見 学校 ＰＴＡや地域住民 関 団

体等 連携 地域社会全体 子 見 健や 成長 体

構築 必要  
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(7)関係機関と 連携 

○い 子 や い 行 子 立 直 い

医療や福祉 専門機関 協力 必要 場合や 地域 青少 育成団体等

協力 得 効 場合 あ  

○犯罪 そ あ い い 警察 連携 対処

必要  

○ 関 機関 学校 関 機関担当者 情報交換や連絡会議 開催

素 情報共 体 構築 必要 あ  
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 基本的施策・措置 

 宮町が実施 る施策                

(1)財政上 措置等 法第 10 条関係  

○い 防 等 対策 推進 必要 措置そ 必要

措置 講 う  

○国 県 い 防 等 対策 推進 必要

措置そ 必要 措置 講 う求  

 

(2)通報・相談体制 整備 法第 16条第 2 項関係  

○児童･生 保護者 地域住民 教職員等 い 関 通報 相談

付 体 整備  

○県 設置 い い 関 通報 相談窓口 周知

県 相互 連携 滑 進 う  

 

(3)学校、家庭､地域社会､関係機関､民間団体等と 連携 法第17条関係  

○ 宮 い 問題対策連絡協議会 設置 各学校 児童相談所 警察

等 関 機関や地域 連携 基 い 効果的 い 案 対処 組

滑 進 支援  

○未然防 非行防 教室 開催や学校警察連携 度 効 活用

学校 所轄警察署間 日頃 連携  

○家庭や地域 子 見 学校 ＰＴＡや地域 民生委員 児

童委員等 連携 進 う 学校 連携 開 学校 向

組 進  

○保護者 対象 啓発活動や相談窓口 設置 家庭 支援  

 

(4)人材 確保及び資質 向上 法第 18 条第 1項関係  

  ○い 相談 対応 心理や福祉 専門家 あ ク ソ ワ

カ 等 置 実  

○ 蓄積 や 新 調査 研究 開発 ソ

活用 研修 業 実 い 問題 適 対処

人材 育成 教職員 資質 向  

 

  (5)い め 防止等 ため 調査研究 推進等 法第 20条関係  

○ 宮 教育研究所 中心 国立教育 策研究所や県立総合教育センタ 等 調

査 研究機能 活用 い 防 等 実践 例や い

期発見 具体的 対処 例 集積 析 進 学校現場

ク 各学校 組 支援  

 



- 8 - 

 

(6)い め 防止等 向けた広報・啓発活動 法第 21条関係  

○ い 問題 社会全体 課題 いう意識 家庭や地域 子 関わ

大人 共 う あ ゆ 機会 通 広報 啓発活動

行い  

   

(7)基本方針 内容 点検と見直  

  ○ 基本方針 位置付 施策 措置 組 状況 い 度

学校 巻 社会情勢や学校 状況 踏 え 宮 い 問題対策連絡

協議会 意見交換等 経 方針 適 あ 検

国や県 動向 考慮 必要 応 見直 行い  

 

 宮町教育委員会が実施 る措置                   

(1)い め 防止対策 法第 15条及び第 19 条第 1 項関係  

○い い う い 大 心や 人 思いや 心 善

悪 断 規範意識等 心 身 付 学校 全 教育

活動 通 教育 実 教材や 作成等 支援 行い

い 許 い集団 特 活動 実 向

組 行い  

○様々 人々 関わ 中 社会性や豊 人間性 育 行う 地域

交流や職業体験 ン 活動等 体験活動 実 必要 情報

等 提供  

○日頃 授業や特 活動 児童 生 指 や教育相談等 通 全 児童

生 心 自己 用感や 実感 感 学校生活 支援

組 進  

○ソ ワ クサ ビ SNS ンタ 通

行わ い 以 ンタ い いう 防 効

果的 対処 う 児童 生 やそ 保護者 対 企業等

連携 携帯電 教室 開催や 布等 必要 啓発

活動 行い  

○学校 教職員 児童 生 向 合い い 防 等 適 組  

学校 ン 担う体 整備 学校 営 改善 向 支援

 

 

(2)い め 早期発見 ため 措置 法第 16条関係  

○当 学校 在籍 児童 生 対 定期的 調査状況 把握 い

期発見 資 問題行動等調査やい 問題 検 調査等

実施  

○当 学校 児童 生 や保護者並 教職員 い 相談 行う
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う ク ソ ワ カ SSW 臨床心理士等 専門家

置 関 機関 連携等 教育相談体 実 体

い 周知  

○当 学校 教職員 対 い 防 等 対策 関 研修 実施

や資質能力 向 向 必要 措置 行い  

 

(3)家庭と 連携 法第 17条関係  

       ○児童 生 保護者 対 い 心身 及ぼ 影響やい 関 相

談 度 救済 度等 い 必要 情報 周知  

○ＰＴＡ活動 通 い 問題 関わ 組 推進 PTA や学

校関 者 協議 連携 重要性 伝え 啓発活動 実  

 

(4)地域と 連携 法第 17条関係  

○地域 子 見 地域 民生委員 児童委員等 連携 進 

う 学校 連携 開 学校 向 組 進  

○学校 い 状況及 対策 い 学校 営協議会や学校評議員委

員会 情報 提供 連携 協働 組 進 う支

援  

 

(5)関係機関と 連携 法第 17条関係  

○い 児童 生 や い 行 児童 生 立 直 支援

医療や福祉等 専門機関 協力 連携 進   

○非行問題や犯罪等 そ あ い い 学校警察連携 

度 効 活用 対応  

 

(6)い め 防止等 関 る措置 法第 24 条、26 条、27条関係  

○ 教育委員会 学校 法第 23 条第 項 規定 い い 疑い

あ 含 報告 必要 応 支援 行い 学校 適

措置 講 う指 言 必要 断 場合 自 調査

行い  

○ い 児童 生 い 行 児童 生 異 学校 在籍

い 場合 方 学校 教育委員会 間 情報 共 対処 う

学校相互間 連携協力体 整備  

○い 犯罪行 扱わ あ 認 や 児童

生 生命 身体又 産 重大 被害 生 そ あ 学校警

察連携 度 活用や所轄警察署 相談等 警察 連携 組  

○学校単独 効果的 対応 限界 あ 断 場合 教育委員会

学校 要請 指 主 や心理教育相談員 SSW 等 派遣 い

解消 向 対策 支援  

○い 行 児童 生 保護者 対 学校教育法第 35条第 項 同法第
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49 条 い 準用 場合 含 規定 基 当 児童 生 出席停

命 等 い 児童 生 等 心 教育 う

必要 措置 や 講 出席停

児童 生 教育 権利 保 支援 行う う  

 

(7)学校評価 おける留意 項 法第 34 条関係  

○学校 い 防 基本方針 基 組 い 起 い い

許 い環境 教職員 孤立やい 抱え込 防 期発

見 案対処 ニュ 実行 定期的 必要 応 ンケ 個人面

談 保護者面談 実施 行 研修 実施等 実施状況 学校評価 位置付

う 各学校 対 必要 指 言 行い  

 

 学校が実施 る措置                       

(1)学校い め防止基本方針 策定 法第 13条  

○ い 防 対策推進法 第 13 条 い 全 学校 対 国 県及

い 防 基本方針 参 当 学校 い 防 等

対策 関 基本的 方針 以 学校い 防 基本方針 いう

定 い  

○学校い 防 基本方針 定 意義 う あ  

学校い 防 基本方針 基 対応 徹底 教職員 い

抱え込 学校 い 対応 個々 教職員 対応

組織 対応  

い 発生時 学校 対応 あ 示 児童 生 及

そ 保護者 対 児童 生 学校生活 送 心感 与え

い 行う行 抑  

い 行 児童 生 成長支援 観 基本方針 位置付

い 行 児童 生 支援  

○学校い 防 基本方針 見直 当 検討 段階 保護者

地域 人々 参 地域 う 児童 生

意見 入 児童 生 い 防 等 い 主体的 積

極的 参加 確保 う 改定 基本方針 い

学校 等 公開 児童 生 やそ 保護者 地域 方々

説明 保護者や地域 方々 共通認識 持 連携 い

防 等 組 当  

○各学校 策定 学校い 防 基本方針 則 学校 実情 応

う 組 進  

 

(2)い め 未然防止対策 法第 15 条及び第 19条第 1 項関係  

○学校間交流や職場体験 ン 活動等 体験活動や特 活動 実

学校外 人々 関わ や集団活動 通 自己 役割や 任 果 そう

態度や い人間関 築 う 態度等 性 育 組



- 11 - 

 

進  

○日 授業や行 等特 活動 中 自己決定 場 用意 誰 活躍

機会 設定 自己 用感や 実感 感 学校生活

推進  

○児童会 生 会 活動等 通 児童 生 自 い 問題 い 学

主体的 考え 行動 機会 設 う  

○教職員 日頃 授業や特 活動 中 日常的 い 問題 触 い

人間 絶対 許 い行 あ いう雰 気 醸成 う

 

○教職員 指 自 言動 児童 生 傷 児童 生

い 長 い う 細心 注意 払い  

教職員間 良好 人間関 構築 い 起 い学校  

 

   ○教職員 児童 生 対 い 傍観者 い 教職員 報告

い 行動 重要性 理解

う  

○学校 特 慮 必要 児童 生 い い 当 児童 生

特性 踏 え 日常的 適 支援 行う 保護者 連携 周

児童 生 対 必要 指 組織的 行い  

○ ンタ い 防 効果的 対処 う 児

童 生 やそ 保護者 対 企業等 連携等 携帯電 利用教室等

必要 啓発活動 行い ンタ い 対 理解 深 い

学級活動や技術 情報等 授業 中 情報 教育 層 推

進  

○学校関 者や地域 人々 NP0 団体等 連携 通 学

校 教育活動 様々 場面 い い 大 学 授業 展開

 

 

(3)い め 早期発見 ため 措置 法第 16条関係  

○ い 学校 子 起 う 問題 あ いう

認識 持 各学校 い 日頃 子 日常 行動や生活 様子

目 児童 生 信頼関 構築等  

○教職員 子 発 サ ン 見逃 い 候 期 キ

チ 積極的 い 認知  

○定期的 ンケ 調査や教育相談 実施 児童 生 い 訴

えや い体 整え い 疑いや相談 あ 場合 迅 確実 対

応  

○学校 実施 い 関 ンケ ンタ い 関

質問項目 設 ンタ 通 行わ い 期発

見 向 組 進  
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(4)家庭と 連携 法第 17条関係         

○児童 生 い い あ い い い 疑わ  

         様子 あ 保護者 学校 相談や通報 窓口 周知 

う  

○家庭 い 変化 見逃 い う ン 等 家 

庭 い 対応 関 啓発活動  

    ○学校や家庭 児童 生 様子 い 情報 共 う 電 相談や 

家庭訪問等 通 保護者 密 連絡 い 未然防 期発見  

 

 

(5)地域と 連携 法第 17条関係  

   ○学校 抱え 課題 地域 共 解決 学校 営協議会

入等 保護者や地域住民 学校 営 参 組 進 子

心豊 育 学校  

  ○地域 子 見 人 輪 広 職場体験 ン 活動等体

験活動や行 等 通 地域 関 団体 学校 施設や 業所 NPO 等地域

人々 あう機会 実 う  

 

(6)関係機関と 連携 法第 17条関係  

  ○い 児童 生 や い 行 児童 生 立 直 支援

医療や福祉等 専門機関 協力 得 連携   

○ ンタ い 防 効果的 対処 う 児

童 生 やそ 保護者 対 企業や NPO 等 連携 携帯電 教室や講

演会 開催等必要 情報提供 啓発活動 行い  

 

(7)学校評価 おける留意 項 法第 34 条関係  

○学校い 防 基本方針 基 組 い 起 い い 許

い環境 教職員 孤立やい 抱え込 防 期発見 案対

処 ニュ 実行 定期的 必要 応 ンケ 個人面談 保護者

面談 実施 校 研修 実施等 実施状況 学校 評価 位置付 う

 

 

 (8)い め 解決 向けた措置 法第 23 条・25条関係  

○当 学校 児童 生 い い 通報 そ 当

学校 在籍 児童 生 い い 思わ 緊急会

議 開催 や い 実 無 確認 行う措置等 講

そ 結果 教育委員会 報告  

○い 児童 生 い 行 児童 生 異 学校 在籍

い 場合 方 学校 教育委員会 間 情報 共 対処  

○い あ 確認 あ い 疑い あ 場合 い
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解消 至 い い場合 学校 い 児童 生 最

通 穏 学校生活 再開 う 当 児童 生

及 そ 保護者 対 必要 支援 行い  

○ 実 無 確認 行う 関 児童 生 教職員や保護者

多方面 寧 情報 集 適 方法 や 行い 確 実

把握 当 者 や個人情報 扱い 十

注意 払い  

○い 解消 い 状態 断 場合 い 児童 生 及

い 行 児童 生 状況 日常的 関わ 中 細 把握

児童 生 対 深 通 い 再発

防  

○い 行 児童 生 対 い 決 許 い行 あ

当 児童 生 行動 相手 心身 及ぼ 影響等 気付

適 毅然 指 行う 当 児童 生 家庭環境や人間関

い 行 至 背景 把握 当 児童 生 及

そ 保護者 対 い 繰 返 良い学校生活 営

言や支援 行い  

○い や 及 そ 再発 防 当 学校 複数 教職員

心理 福祉等 関 専門的 知識 者 協力 得 い

児童 生 そ 保護者 対 支援及 い 行 児童

生 対 指 又 そ 保護者 対 言 的 行う

行う あ 保護者 間 い 起 い う い

案 情報 保護者 共 措置そ 必要 措置

講  

○ 対応 い 教職員全員 共通理解 保護者 協力 関 専 

門機関等 連携 組  

○特 い 犯罪行 扱わ あ 認 や

児童 生 生命 身体又 産 重大 被害 生 そ あ

教育委員会 報告 協議 学校警察連携 度 活用や警察署 相談 警

察 連携 組  

○児童 生 ンタ い い 通報や相談

や 連 掲載情報 確認 そ 容 印 等 保存

関 機関等 協力 得 ンタ 情報 削 依頼

等 行い  

○校長 当 学校 在籍 児童 生 等 い 行 い 場合 あ

教育 必要 あ 認 学校教育法第 条 規定 基 適

当 児童 生 対 懲戒 加え  
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 重大 態へ 対処 

  い め 重大 態                        

  いじめが重大 態 法第 28 条 規定 重大 態 いう 以 同 う

断 以 考え方 原則 各学校 断 い

当 い 重大 態 対応  

 

   ∇い い 児童 生 生命 心身又 産 重大 被害 生 疑

い あ 場合 

自殺 企 自殺 至 場合 

身体 重大 傷害 場合 

金品等 重大 被害 被 場合 

精神性 疾患 発症 場合    等 

  ∇い い 児童 生 そ 相当 期間 席 余儀     

い 疑い あ 場合 間 30 日間 目 但 定期間    

連 席 い 場合 記目 わ 教育委員会又 学校

断 重大 態 対応  

 

児童 生 やそ 保護者 い 重大 態 至 いう申 立

あ そ 時 重大 態 疑い あ 捉え 適 真摯 対応  

 

 宮町教育委員会又 学校 よる対処                  

(1) 実関係を明確 るため 調査 

○学校 在籍 児童 生 い 重大 態 場合 学校

教育委員会 通 長 重大 態 発生 い 報告

当 重大 態 対処 同種 態 発生防 資 や

実関 明確 調査 行い  

○学校 単独 実関 明確 調査 実施 困難 場合  

教育委員会 学校 要請 必要 支援 行い  

○ 学校主体 調査 重大 態 対処等 十 結果 得 い

教育委員会 断 場合 及 教育委員会 い 場合

県教育委員会 連携 調査 実施  

 

(2)い めを受けた児童・生徒及びそ 保護者へ 情報提供 

○学校又 教育委員会 い 実関 明確 調査 行

い 児童 生 及 そ 保護者 対 経過報告 含 適

時 的確 情報提供 行い  

○当 情報提供 行う 当 児童 生 や保護者 心 ケ 落 着
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い 学校生活 戻 支援 断 い 情

報発信 個人 慮 留意 行い  

 

(3)調査結果 報告 

○い 重大 態 い 学校 実施 調査結果 教育委員会

通 教育委員会 実施 調査 直接 長 報告  

 

(4)調査結果 公表 

○学校又 教育委員会 い 重大 態 関 調査結果 公表 い

案 容や重大性 い 児童 生 及 そ 保護者 意向 公表

場合 児童 生 影響等 総合的 案 適 断

公表 場合 い 児童 生 やそ 保護者 対 公

表 方針 い 説明 行い  
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 い め防止等を推進 る体制 

 学校 おけるい め 防止等 ため 組織             

○学校現場 い い 防 等 組 効果的 推進 発生 い

案 的確 対処 特定 教職員 対処 必

要 応 外部専門家 参 得 学校全体 組織的 対応 行う必要

あ  

○重大 態 調査 組織 い 学校 そ 調査 行う場合 そ 組織

母体 当 案 性質 応 適 専門家 加え 考え

 

○当 組織 構成 複数 教職員 い 学校 管理職 総括教諭 学級

担任 児童 生 指 担当教員 養護教諭や教育相談コ タ 等

選出 組織的対応 中 機能 う 体 組 重要  

○各学校 断 日頃 い 問題等 児童 生 指 課題 対

応 既存 組織 活用 校長等 管理職 い 防 等 対策

組 組織 機能 可能  

○ 組織 当 学校 学校い 防 基本方針 策定や見直 基本

方針 基 組 間計 作成や実施 実施状況 チ ク 児童

生 や保護者 相談や地域住民等 通報 窓口 役割 い

疑い 関 情報や児童 生 問題行動等 情報 集 記録 共

役割 い 疑い あ 情報 あ 緊急会議 開催 関 児

童 生 実関 聴 等 い 関連 情報 迅 集 い

児童 生 保護や支援 い 行 児童 生 対 指 や支

援 方 保護者 連携 在校生やそ 保護者 対 情報提供等

組 中 的 役割 担い  

 

 宮町い め問題対策連絡協議会                     

○ 宮 い 防 等 関 機関及 団体 連携 宮 

い 問題対策連絡協議会 設置  

○ 協議会 学校 警察 児童相談所 人権擁護委員 心理や福祉 専門家

主任児童委員 PTA 代表 教育委員会 関 部局等 構成 掲

項 い 情報 共 良い 組 向 協議等 行い  

    基本方針 基 各団体 組 状況 

    基本方針 基 組 検証や調査 

    重大 態 発生 場合 実関 明確 調査  

 

 い め 重大 態発生時 対応                  

○ 宮 重大 態発生 報告 場合 状況 応 宮 総合教育会

議 招集 当 報告 重大 態 対応 又 当

重大 態 同種 態発生 防 必要 応 再調査 外部 専門家

言 得 実施 調査 当 い 案 関

者 直接 人間関 又 特 利害関 い者 そ 公

性 中立性 確保  



 

 

 

 

 

 

二宮町いじめ防止基本方針 

 

発行 ／ 成 28 ３月 成 30 3月改定  

            令和 2  3月改定  

二宮町 

二宮町教育委員会 

     〒259－0196 

     神奈川県中郡二宮町二宮 961 

 



二宮町いじめ防止基本方針の一部を改定することに関する新旧対照表 

改定後 改定前 

３ いじめの重大事態発生時の対応                  

○二宮町は重大事態発生の報告を受けた場合は、状況

に応じて二宮町総合教育会議を招集します。また、

当該報告に係る重大事態への対応のため、又は、当

該重大事態と同種の事態発生の防止のため、必要に

応じて再調査を外部の専門家の助言を得ながら実

施するものとします。この調査には当該いじめ事案

の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を

有しない者をもって充て、その公平性・中立性を確

保します。 

３ いじめの重大事態発生時の対応                  

○二宮町は重大事態発生の報告を受けた場合は、直ち

に二宮町総合教育会議を招集し、必要に応じて外部

の専門家の助言を得ながら、再調査を実施するもの

とします。この調査には当該いじめ事案の関係者と

直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者

をもって充て、その公平性・中立性を確保します。 

 


